
議案第６６号資料  こども未来部こども政策課  

 

１ 事 業 名 

所沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正 

 

２ 事業の概要 

  家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正等に伴い、所

要の改正を行うものである。 

【改正概要】 

⑴ 家庭的保育事業等における満 4 歳以上児及び満 3 歳児の職員配置基

準を改善する。 

⑵ 小規模保育事業所 A 型及び保育所型事業所内保育事業所における職

員配置について、朝夕等の児童が少数となる時間帯においては、職員 1

人に限り保育士に代え、市長が保育士と同等の知識及び経験を有する

と認める者を置くことができるものとする。 

   

３ 他自治体の類似する政策等 

法令の改正に伴うものであり、他の自治体においても同様の条例改正を

行っている。 

 

４ 市民参加の実施の有無とその内容 

なし 

 

５ 関係法令、基本計画との整合性 

児童福祉法、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

 

６ 事業費及びその財源等 

なし 
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７ その他 

添付資料 

・新旧対照表 
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新 旧 
 

議案第６６号 所沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

（保育士等） （保育士等） 

第３０条 略 第３０条 略 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数

の合計数に１を加えた数以上とする。 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数

の合計数に１を加えた数以上とする。 

⑴・⑵ 略 ⑴・⑵ 略 

⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね１５人につき１人

（法第６条の３第１０項第２号の規定に基づき受け入れる場合に限

る。次号において同じ。） 

⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね２０人につき１人

（法第６条の３第１０項第２号の規定に基づき受け入れる場合に限

る。次号において同じ。） 

⑷ 満４歳以上の児童 おおむね２５人につき１人 ⑷ 満４歳以上の児童 おおむね３０人につき１人 

３ 略 ３ 略 

（保育士等） （保育士等） 

第３２条 略 第３２条 略 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ、当該各

号に定める数の合計数に１を加えた数以上とし、そのうち半数以上は

保育士とする。 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ、当該各

号に定める数の合計数に１を加えた数以上とし、そのうち半数以上は

保育士とする。 

⑴・⑵ 略 ⑴・⑵ 略 

⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね１５人につき１人

（法第６条の３第１０項第２号の規定に基づき受け入れる場合に限

る。次号において同じ。） 

⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね２０人につき１人

（法第６条の３第１０項第２号の規定に基づき受け入れる場合に限

る。次号において同じ。） 

⑷ 満４歳以上の児童 おおむね２５人につき１人 ⑷ 満４歳以上の児童 おおむね３０人につき１人 

３ 略 ３ 略 

（保育士等） （保育士等） 

第４５条 略 第４５条 略 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数

の合計数以上とする。ただし、保育所型事業所内保育事業所一につき

２人を下回ることはできない。 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数

の合計数以上とする。ただし、保育所型事業所内保育事業所一につき

２人を下回ることはできない。 

⑴・⑵ 略 ⑴・⑵ 略 
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⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね１５人につき１人

（法第６条の３第１２項第２号の規定に基づき受け入れる場合に限

る。次号において同じ。） 

⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね２０人につき１人

（法第６条の３第１２項第２号の規定に基づき受け入れる場合に限

る。次号において同じ。） 

⑷ 満４歳以上の児童 おおむね２５人につき１人 ⑷ 満４歳以上の児童 おおむね３０人につき１人 

３ 略 ３ 略 

（保育士等） （保育士等） 

第４８条 略 第４８条 略 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る数の合計数に１を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士と

する。 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る数の合計数に１を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士と

する。 

⑴・⑵ 略 ⑴・⑵ 略 

⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね１５人につき１人

（法第６条の３第１２項第２号の規定に基づき受け入れる場合に限

る。次号において同じ。） 

⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね２０人につき１人

（法第６条の３第１２項第２号の規定に基づき受け入れる場合に限

る。次号において同じ。） 

⑷ 満４歳以上の児童 おおむね２５人につき１人 ⑷ 満４歳以上の児童 おおむね３０人につき１人 

３ 略 ３ 略 

附 則 附 則 

１～６ 略 １～６ 略 

（小規模保育事業所Ａ型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置

に係る特例） 

 

７ 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園（子ども・子育

て支援法第２７条第１項の確認を受けたものに限る。）又は家庭的保

育事業等が不足していることに鑑み、当分の間、第３０条第２項各号

又は第４５条第２項各号に定める数の合計数が１となるときは、第

３０条第２項又は第４５条第２項に規定する保育士の数は１人以上と

することができる。ただし、配置される保育士の数が１人となるとき

は、当該保育士に加えて、保育士と同等の知識及び経験を有すると市

長が認める者を置かなければならない。 

 

８ 前項の事情に鑑み、当分の間、第３０条第２項又は第４５条第２項

に規定する保育士の数の算定については、幼稚園教諭若しくは小学校

教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法（昭和２４年法律第

１４７号）第４条第２項に規定する普通免許状をいう。）を有する者

を、保育士とみなすことができる。 
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９ 附則第７項の事情に鑑み、当分の間、１日につき８時間を超えて開

所する小規模保育事業所Ａ型又は保育所型事業所内保育事業所（以下

この項において「小規模保育事業所Ａ型等」という。）において、開

所時間を通じて必要となる保育士の総数が当該小規模保育事業所Ａ型

等に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を

超えるときは、第３０条第２項又は第４５条第２項に規定する保育士

の数の算定については、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長

が認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定

員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た

数の範囲で、保育士とみなすことができる。 

 

１０ 前２項の規定を適用するときは、保育士（法第１８条の１８第１

項の登録を受けた者をいい、第３０条第３項若しくは第４５条第３項

又は前２項の規定により保育士とみなされる者を除く。）を、保育士

の数（前２項の規定の適用がないとした場合の第３０条第２項又は第

４５条第２項により算定されるものをいう。）の３分の２以上、置か

なければならない。 
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